
  足利市林業従事者安全衛生対策等支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 本市の林業及び木材産業の振興を図るため、林業に必要な安全教育

及び技能講習の受講並びに林業の安全に資する装備に要する費用に対し市

が予算の範囲内で交付する林業従事者安全衛生対策等支援事業補助金（以

下「補助金」という。）については、足利市補助金等交付規則に定めるもの

のほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 自伐林家 自己所有の森林において自ら施業する者をいう。 

(２) 自伐型林業者 自己所有の森林以外の森林において、委任を受けて

継続的に、森林の経営及び施業を自ら行う者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、市の区域内に居住し、又は事業所

若しくは営業所を有する者であって、次の各号のいずれかの要件に該当す

るものとする。ただし、市税に滞納がある者は、補助金の交付の対象とし

ないものとする。 

(１) 林業・木材製造業労働災害防止協会栃木県支部の会員の内、業務の

態様が素材のみで登録されていること。 

(２) 自伐林家にあっては、造林、伐採搬出等の現場作業に従事する者又

は造林、伐採搬出等を計画している者であること。 

(３) 造林、伐採搬出等の現場作業に従事する自伐型林業者であって、造

林、伐採搬出等を計画しているものであること。 

(４) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１１条第５項に規定する市

の森林経営計画の認定を受けた者であって、栃木県の造林補助金等を

自らの名前で申請しているものであること。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

次の各号に掲げる事業とし、その内容は、当該各号に掲げるものとする。 

(１) 林業研修及び資格取得支援事業 林業従事者が講習等を通じて専門



的かつ高度な技術の習得、資格の取得、安全意識の向上等を図る事業 

(２) 労働安全装備品及び機械器具整備支援事業 林業従事者の労働環境

を安全で衛生的なものに改善するための労働安全装備品又は労働安全

機械器具を整備する事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

(１) 林業研修及び資格取得支援事業 講習会等の受講料及び教材費並び

に検定料に要する費用として市長が別に定めるもの 

(２) 労働安全装備品及び機械器具整備支援事業 労働安全装備品又は労

働安全機械器具の整備に要する費用として市長が別に定めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象経費であっても他の制度等により補

助金に相当する金銭を受ける見込みがあり、又は既に受けている場合は、

当該補助金に係る経費はこの告示による補助金の対象としないものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象事業の区分ごとに、補助対象経費の額の２

分の１の額（その額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。）とし、それぞれ２０万円を限度とする。ただし、当該年度にかかる

予算の範囲内とする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、林

業従事者安全衛生対策等支援事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を

添えて市長に申請しなければならない。 

(１) 受講若しくは受験の申込書又は購入しようとする備品等の見積書の

写し 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 申請者は、補助対象事業の区分ごとに申請し、申請回数は、当該区分に

つき１年度につき１回とする。 

３ 第１項の申請書の提出期限は、１２月２０日までとする。 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条第１項の申請書の提出があったときは、速やかにその



内容を審査し、補助金の交付を決定したときは林業従事者安全衛生対策等

支援事業補助金交付決定通知書（以下「交付決定通知書」という。）により、

補助金を交付しないことと決定したときは林業従事者安全衛生対策等支援

事業補助金交付申請棄却通知書により申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、

補助対象事業が完了したときは、速やかに林業従事者安全衛生対策等支援

事業補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければ

ならない。 

(１) 当該補助対象事業に要した費用の領収書の写し 

(２) 講習等の修了証の写し又は購入した備品、機械器具等の写真 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、当該年度内とする。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出があった場合は、速やか

にその内容を審査し、補助金の交付の決定の内容に適合するときは、補助

金の額を確定し、林業従事者安全衛生対策等支援事業補助金額確定通知書

により補助決定者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようと

するときは、林業従事者安全衛生対策等支援事業補助金交付請求書に交付

決定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１２条 補助対象事業により取得した備品、機械器具等は、５年間、補助

金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供して

はならない。ただし、あらかじめ、市長の承認を得たとき又は交付を受け

た補助金の全部に相当する額を市に返還したときは、この限りでない。 

（決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) この告示の規定に違反したとき。 



(２) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を林業従事者安

全衛生対策等支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還命令書により、補

助金の交付を受けた者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消したときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させ

ることができる。 

（書類の備付け） 

第１５条 補助金の交付を受けた者は、補助事業等に係る証拠書類及び購入

した備品等の保管状況がわかる書類を５年間保存しておかなければならな

い。 

（書類の様式） 

第１６条 この要綱の規定により必要とする書類の様式は、市長が別に定め

る。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和５（2023）年１０月１日から施行する。 


